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  平成２９年７月２１日 

                          荒川区長 西 川 太 一 郎    

荒川区条例第２１号 

荒川区保育士奨学資金貸付条例 
（目的） 
第１条 この条例は、指定保育士養成施設に入学しようとする者で経済的理由により修学が困難

なものに対し、奨学資金として入学資金を貸し付け、もって区内における保育士の養成及び確

保を図ることを目的とする。 
（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 
 （１） 指定保育士養成施設 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。） 

第１８条の６第１号に規定する指定保育士養成施設をいう。 
 （２） 入学資金 指定保育士養成施設への入学の準備に要する資金をいう。 
（貸付けの資格） 
第３条 入学資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければなら

ない。 
 （１） 区内に住所を有する者又は指定保育士養成施設への入学の日に区内に住所を有する者

となることを約した者であること。 
 （２） 指定保育士養成施設に入学しようとする者であること。 
 （３） 経済的理由により指定保育士養成施設における修学が困難な者であること。 
（貸付限度額） 
第４条 入学資金の貸付限度額は、５００，０００円とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、入学資金と同種の奨学資金を他から借り受けている場合における

入学資金の貸付限度額は、同項に定める額から当該他から借り受けている奨学資金の額を減じ

た額とする。 
（貸付けの申請） 
第５条 入学資金の貸付けを受けようとする者は、荒川区規則（以下「規則」という。）で定め

るところにより区長に申請しなければならない。 
（貸付けの決定） 
第６条 区長は、前条の規定による申請があったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定しなけ

ればならない。 
（連帯保証人） 
第７条 入学資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えた連帯保証人１人を立

てなければならない。 
 （１） 一定の職業を有し、独立の生計を営んでいること。 
 （２） 保証能力があると認められること。 
２ 前項第１号の規定にかかわらず、区長が認めた者については、その者を連帯保証人とするこ



とができる。 
（償還方法） 
第８条 入学資金は、指定保育士養成施設を卒業し、又は退学した日の属する月の翌月から起算

して６月を経過した後１０年以内において、規則で定めるところにより償還しなければならな

い。 
２ 前項の規定にかかわらず、区長は、入学資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに

該当する場合は、貸し付けた入学資金の全部又は一部について繰上げ償還を命ずることができ

る。 
 （１） 指定保育士養成施設に入学しなかったとき。 
 （２） 入学資金を貸付けの目的以外に使用したとき。 
 （３） 偽りの申請その他の不正の手段によって貸付けを受けたとき。 
 （４） 償還金の支払を怠ったとき。 
（利子及び違約金） 
第９条 入学資金の貸付けは、無利子とする。 
２ 入学資金の貸付けを受けた者が貸付金を償還期限までに支払わなかった場合において正当の

理由がないと認められるときは、当該金額につき年１０．９５パーセントの割合をもって、償

還期限の翌日から支払の日までの日数によって計算した違約金を徴収する。 
（償還方法の変更又は償還金の免除） 
第１０条 入学資金の貸付けを受けた者が、災害その他の特別の理由によりその償還が困難と認

められるときは、区長は、償還方法を変更し、又は償還金の全部若しくは一部を免除すること

ができる。 
２ 前項に規定するもののほか、区長は、入学資金の貸付けを受けた者が、次に掲げる要件の全

てに該当すると見込まれるときは償還方法を変更し、当該要件の全てに該当するときは償還金

の全部を免除することができる。 
（１） 指定保育士養成施設を卒業した日の属する月の翌月から起算して１年以内に保育士 
（法第１８条の４に規定する保育士をいう。次号において同じ。）として区内の保育所等 
（法第３９条第１項に規定する保育所（荒川区立保育所条例（昭和４０年荒川区条例第１０

号）第２条に規定する荒川区立保育所（同条例別表第２に掲げる保育所を除く。）及び荒川

区立こども園条例（平成１９年荒川区条例第３４号）第１条に規定する荒川区立こども園を

除く。）、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園、東京都認証保育所事業実施要

綱（平成１３年５月７日１２福子推第１１５７号）２の（１）に規定する認証保育所及び荒 
川区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年荒川区条例第２３号） 
第２７条に規定する小規模保育事業を行う事業所（同条例第３３条に規定する小規模保育事

業Ｃ型を行う事業所を除く。）をいう。次号において同じ。）において勤務したとき。 
（２） 前号の規定により区内の保育所等において勤務したときから、規則で定めるところに

より、保育士として区内の保育所等において５年間勤務したとき。 
（委任） 
第１１条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 



附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 


